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風しんは風邪によく似ており、感染すると、発熱、発

疹、リンパ節膨張といった症状が認められ、多くの場合

は数日で治ります。 

風しんは咳・くしゃみで他人にうつるため、特に、学

校、職場、公共交通機関などの人が集まる場所で感染が

拡大する恐れがあります。 

妊娠早期の妊婦が風しんにかかると、出生児が先天性

風しん症候群（眼や耳、心臓に障害が出ること）になる

可能性があるため、注意が必要です。 

インフルエンザウイルスに感染することよっ

て起こる病気です。38℃以上の高熱、頭痛、関

節痛、筋肉痛、全身倦怠感等の症状が比較的急

速に表れるのが特徴です。 

お子様ではまれに急性脳症を、ご高齢の方や

免疫力が低下している方では肺炎を伴う等、重

症になることがあります。 

  

ワクチンの接種歴や風しんにかかったのかどうかが不明な場合は、

抗体検査を受けていただくか、ワクチンの接種をお勧めします。麻し

んも予防できる、混合（MR）ワクチンの接種をご検討ください。 

風しんは予防接種で 

防ぐことができます。 

特に予防接種が勧められる人 

① 妊娠を希望する女性（妊娠中は接種ができません。

接種後 2 ヶ月は避妊が必要です） 

② 妊娠を希望する女性の配偶者などの同居の方 

③ 成人男性（風しんにかかったことがない人、風しんワク

チンを受けていない人） 

また、滋賀県内に居住する方で左の表の①

②に当てはまる人は、風しんに対する免疫

を持っているかどうかを確認する抗体検査

を無料で受けることができます。 

協力医療機関は、滋賀県ウェブサイトから

ご確認ください。 

みんなで予防！ 
インフルエンザ 

 インフルエンザにかからないために、ワクチ

ン接種、咳エチケットや外出後の手洗い、

十分な休養とバランスのとれた栄養摂取な

どに、気を付けましょう。 

 かかったかなと思ったら、早目に医療機関

に受診しましょう。 

くしゃみや咳が出ている間はマスクを着用しましょう。隙間

をつくらないよう、鼻と口の両方を覆うことが大切です。 

 

くしゃみや咳の飛沫は 1～2m 飛ぶと言われています。ま

た手で押さえても、その手で触ったドアノブなどにウイルス

は付着するため、次のような心がけも同様に大切です。 

風しんが流行しています 

出典：政府広報オンライン「暮らしに役立つ情報」 
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/200909/6.html 



冬の季節料理「ふぐ」による 
食中毒にご注意ください。 

ふぐにはテトロドトキシンという猛毒があり、人が摂食すると、呼 

吸困難、運動麻痺等の症状を呈し、死亡に至ることがあります。 

平成 20 年から平成 29 年の 10 年間で、ふぐの毒を原因とした食中毒

が全国で 230 件発生し、そのうち 173 件（約 75%）が家庭で発生

しています。毒のある部位はふぐの種類によって異なり、ふぐの調理・

加工には専門の知識が必要ですので、家庭でのふぐの調理は大変危険で

す。素人料理は絶対にやめましょう。 

また、滋賀県では、業として（営業で）ふぐを取り扱う人は、滋賀県知

事が交付する「滋賀県ふぐ調理師免許」が必要です。また、ふぐを取り

扱う施設は、事前に最寄りの保健所への届出が必要です。 

ふぐ取扱施設には、右の届出証が掲げられています。お店で

ふぐを買う・食べるときの参考にしてください。 

※ 平成 30 年度ふぐ調理師試験は平成 31 年 2 月 5 日(火)と 6 日(水)

の両日、滋賀県立男女共同参画センターで行います。（願書の受付

は平成 31 年 1 月 4 日(金)から 11 日(金)です。）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

草津保健所では、湖南地域の小児 2 次救急病院の医師の協力を得て、出前講座の講師紹介を行います。出前講

座を希望される機関はご相談ください。出前講座の講師や日程などの調整をさせていただきます。 

 対象目的：子育て中の保護者が、子どもが病気になった時、適切に対応できるようにすること 

 対象内容：子どもの病気の特徴や対応方法、受診の仕方など 

 対象機関：草津保健所管内団体（草津市・守山市・栗東市・野洲市内にある、幼稚園、保育園、子育

てサークル、学童クラブ、医療機関など） 

 連絡先：草津保健所 総務係 ☎077-562-3527 

シリーズ連載

第２回 「湖南圏域は糖尿病の人が多い？」 

→ 次回は「早期対処の心がけ」を取り上げます。 

滋賀県の糖尿病患者は増加傾向にあります。 

特に働き盛り世代の多い湖南圏域は、糖尿病予備群の人が県平均よりも多いのが現状です。 


